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１　アセアン経済統合（経済共同体）とアセアン共同体
　2015 年 12 月 31 日にアセアン経済統合（経済共同体）
が成立する。しかし、この日を境にして、経済統合のた
めに制度ががらりと変わるわけではない。アセアン経済
統合によって「モノ・サービス・投資の自由な移動、資
本の自由な移動、平等な経済発展、貧困と社会経済的不
均衡の是正を実現し、安定・繁栄・強い競争力を持つア
セアン経済地域の創造」を目指しているが、それ以前か
ら徐々に関税の引き下げを実施しているし、経済統合が
実現しても非関税障壁については、まだ合意に至らず、
これからも実施に向けて努力しなければならない。2015
年 12 月 31 日はアセアン経済共同体にむけての一里塚に
すぎない。
　アセアン共同体は、アセアン経済共同体、アセアン政
治安全保障共同体、アセアン社会文化共同体の３つを実
現して初めて成立する。その中で、まずアセアン経済共
同体を 2015 年 12 月 31 日に成立させる。アセアン共同
体を目指す動きはアセアンという地域単位での国際共生
の実現にむけての活動となることが期待される。
　アセアン経済統合に向かう最初の試みは、1992 年第
4 回首脳会議においてアセアン自由貿易協定を推進する
ことを決議したことである。これは、アセアンがそれま
での社会主義への政治防衛組織から経済協力を目指す組
織へと大きく舵を切り替える出来事であった。自由貿易
とはできるかぎり関税率を下げて貿易を活発にすること
を目的としているが、自由貿易協定を締結した競合国の
製品に市場を奪われる事態を避けるために、各国が自由
貿易協定を次々と拡大していく傾向を持っている。事実
アセアン諸国では様々な自由貿易協定が締結され、アセ
アン域内だけでなく、域外の国々とも締結され、重層的
とも多重的とも表現される自由貿易協定が締結される状
況になっている。関税だけでなく知的財産や消費者保護、
人の移動などを含める経済連携協定も重層的に締結され
ている。
　今回のアセアン経済統合は経済共同体へ至る 4 段階論
からいえば、第 3 番目の共同市場の形成の段階で、資本
や労働の移動の自由が確保される状況を目指していると
位置づけることができる。第 1 番目は自由貿易の段階、
第 2 番目は関税同盟の段階であるが、アセアン経済統合
は第 2 番目の段階を飛ばして第 3 番目の段階に達しよう
としている。EU は第 4 番目の経済共同体となっており通
貨単位の統一を実現している。

２　アセアンの特徴
　アセアンは EU や NAFTA と同様に地域統合の１つであ
る。アセアンはその意思決定に特徴がある。コンセンサ
ス方式を用い、投票による意思決定はおこなわない。つ
まりアセアンに参加するすべての国（10 か国）が賛成し
なければ意思決定をおこなわない。そのために、対立を
避け協議を重ね、コンセンサスが得られるまで時間をか

けるとか、コンセンサスが得られるまで決定を先送りに
する。これは ASEAN Way と表現されている。このやり
方は意思決定までに時間がかかるし、合意が得ることが
難しい問題は棚上げにして解決を先のばしにする傾向を
生んでいる。さらにアセアン加盟国の主権を尊重し、公
開の場では他国の批判を避けるという内政不干渉主義を
採用している。そこで決議に法的拘束力を持つことを嫌っ
て、努力目標とされ、その実施を各国の判断に任すこと
になっている。決議内容を各国が実施するかどうかは各
国の判断にまかされるので、決議の実効性が弱い。
　2008 年 12 月 15 日に発効したアセアン憲章には、従
来の方式が基本的に採用され、黒白をはっきりさせない
で、対立を避け融和を優先する考え方で、アジア社会に
相応しい方式と評価されている。
　それでもアセアン経済統合の成立のために、アセアン
憲章は工夫を加えている。最高の意思決定機関として首
脳会議を位置づけ、合意を効率よく実施するために常設
代表委員会を新設し、役割を強化した。首脳会議での決
定はコンセンサスに基づくが、必要に応じて過半数の多
数によって意思決定する方式も認めている。加盟国がルー
ル違反を行った時には、罰則を科すという方式は採用さ
れず、首脳会議がどのような制裁を科すかの決定ができ
ることになっている。これは妥協の産物であり、何らか
の制裁は必要であるとの合意がなされたが、制裁の程度
は首脳会議の決定に任されている。効率的な実施のため
の常設代表委員会は加盟国から派遣される大使級の官僚
から構成され、アセアンの日常業務を実施するための機
関である。さらに事務局とその長である事務総長の権限
を強化して紛争処理のための仲介機能が付与されている。
　このように工夫をしつつも、加盟国すべての合意によっ
て意思決定する方式は維持されている。対立を避けて調
和を図りつつ、物事をすすめている方式はアジア社会に
親和的な意思決定方式である。しかし、そこに中国のよ
うな強引な国の割り込みによって混乱を招くおそれを否
定できない。

論 説

アセアン経済統合を進める
意思決定方式

　　　　　　　　　　　　　　　香川　孝三

 「組織人としての共生観」

　　　　　　　　　　　　　　　  坪井　直寿

　「実るほど頭を垂れる稲穂かな！」人は、組織でも
国家でもこの言葉を信念として行動すれば、世界は
共生・共存可能と考える。およそ人類がこの世に出
現してから今日まで衝突、紛争などは絶えた事が無
い。人間はその知恵と経験により、より速く、より
快適に、そしてより豊かにを目指して来たので科学
的技術の進歩は目覚ましい。リニアモーターで東京
―大阪間が１時間ちょっとで通勤・通学・旅行が出
来る時代が迫っている。
　科学的技術の進歩を生み出したのは人間であるが、
我々自身の心・思いやり・気配り・精神・魂の進歩
が見られないのは何故か？神々もうまく共生・共存

コラム

of Wollongong, Australia. Mr. Burri has extensive experience 
teaching and researching in Japan, Canada, and Australia. 
He gave a presentation entitled “An Insider’s Perspective on 
Student Teachers Learning to Teach English Pronunciation.” 
He claimed that the impact of language teacher education 
on cognition continues to remain inconclusive, especially 
in the area of  pronunciat ion 
pedagogy. In order to study this 
question, he explored how the 
beliefs and knowledge of 15 
postgraduate student teachers 
developed during a pronunciation 
pedagogy course offered at an 
Australian university. Following 
an overview of the study, he 
discussed findings in light of 

the most prominent area of cognition change, native and non-
native teacher cognition, and pre-service and in-service teacher 
cognition. One of his most important findings was that through 
their experience, teachers tended to change their idea of what 
the goal of teaching pronunciation was. At the beginning 
half the students thought accent reduction was or might be 

the goal of teaching pronunciation, 
while at the completion of the course 
over 80% disagreed with this notion. 
He concluded with implications for 
language teacher educators and for L2 
instructors teaching pronunciation in 
their classroom. His findings indicate 
the importance of the role of English 
varieties and accents in the teaching and 
learning of English pronunciation.

Project 3研究活動報告 前田　美子

Research on Language Learning（Project 2）
第 3 回 日　　時：2015 年 3 月 2 日　
　　　　  講 演 者：岩居　弘樹（大阪大学教授）
　　　　  タイトル：「iPad と外国語アクティブラーニング―初級ドイツ語と多言語演習の実践事例」
第 4 回 日　　時：2015 年 6 月 24 日　
　　　　  講 演 者：Mike Burri（The University of Wollongong）
　　　　  タイトル : “An Insider Perspective on Student Teachers Learning to Teach English Pronunciation”

　「プロジェクト３：ファシリ
テーション・メディエーション
研究」は、2014 年 11 月に活
動を始めた、本研究所の新しい
プロジェクトである。「ファシ
リテーション」や「メディエー
ション」と呼ばれる、人間社会
における関係性構築のための形
態について調査・研究を行っている。プロジェクト設立の背
景には、近年、教育・市民活動・企業活動等、多岐に亘る分
野において、コミュニケーションのあり方、特に、相互理解
の促進やコンセンサスの形成などを目的とした人間関係のあ
り方を模索する動きがあり、「国際共生」を研究するにあたり、
この分野の研究は必須であるという問題意識がある。
　以下に、これまでの主な活動を列挙する。

・ワークショップ「もしあなたが友達から打ち明けられ
  たらどうする？〜他人事ではない性被害〜」

（2014 年 11 月 28 日、大阪女学院大学）
　大和屋浩子氏（大阪女学院大学 4 回生）の企画で、性
暴力被害者支援センター・ひょうごの金湖蓮氏を講師に
迎え、性暴力をめぐる表現・表象・医療・支援制度等の
問題について、15 名の参加者を得て議論した。

・ワークショップ　"Peace Activism in Korea and Northeast 
　Asia: Intervention as a means of peacework"

（2015 年 5 月 15 日、大阪女学院大学）
　韓国で様々な平和活動にかかわっている Kaia Vereide
氏に、済州島における介入（インターベンション）につ
いて紹介していただく。その後、本学在学生を中心にし
た 22 名の参加者は、さまざまなレベルのコンフリクトに
おける創造的な解決の方法などについて議論した。
・グローバルイベント「世界一大きな授業」

（2015 年 5 月 27 日、大阪女学院大学）
　世界の教育の現状を世界中で同じ時期に学び、教育の
大切さについて考えるイベントを開催した。第１部では、
140 名の参加者を得て「世界一大きな授業」を実施し、
第 2 部では、14 名の参加者とそのファシリテーションの
課題について議論した。第１部・第 2 部の企画・運営・ファ
シリテーションは、それぞれ、本学の学部生、大学院生
が中心となって行った。
　これまでの活動に見られるように、本プロジェクトの
特徴は、研究所員などの研究者だけでなく、本学の在学生・
卒業生や地域の人々の積極的な参画を促していることに
ある。今後も多方面に開かれたプロジェクトであること
を目指していきたい。

ファシリテーション・メディエーション研究（Project 3）
第１回　 日　　時：2014 年 11 月 28 日　
　　　　  ファシリテーター : 金　湖蓮（性暴力被害者支援センター・ひょうご支援センター運営委員）
              タイトル：「もしあなたが友達から打ち明けられたらどうする？〜他人事ではない性被害〜」
第 2 回　 日　　時：2015 年 5 月 15 日　
              ファシリテーター：カイア・ベレイデ（The Frontiers Action Team member）
              タイトル："Peace Activism in Korea and Northeast Asia: Intervention as a Means of Peacework"
第 3 回    日　　時：2015 年 5 月 27 日
              企 画 者：前田　美子（大阪女学院大学教授）
              タイトル：「『世界一大きな授業』のファシリテーションから学ぶ」
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Project 1

　二酸化炭素 (CO2)、メタン、フロンなどの温室効果ガ
ス（Greenhouse effect gases; GHGs）1 が人間活動により
排出され、地球の気温上昇が引き起こす弊害をいう。産
業革命以来、化石燃料の大量消費がその原因の１つであ
るとされる。地表が太陽光で暖められ放出される赤外線
は、地球の熱を宇宙に放出する作用を有するが、GHGs は、
赤外線を吸収して地球温暖化をもたらす。地球温暖化に
よって海面上昇、異常気象、砂漠化などが生じる。
　二酸化炭素の濃度上昇により地球の温暖化がもたらさ
れるという研究は、19 世紀末に存在するが、1985 年の
科学者・政策担当者のフィラハ会議で、GHGs による気候
変動 (climate change）2、とりわけ地球温暖化が引き起こ
されるとの考え方から、人間活動による気候変動が、政
治的課題となった。CO2 が地球温暖化の主たる原因とす
る学説には異論もある 3。
　米国の主張で政府主導により気候変動の科学的評価を
行う「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC) が、1988
年国連総会において設置された。IPCC は、学術誌掲載論
文に基づき 1990 年第 1 次、1995 年第 2 次、2001 年第
3 次、2007 年第 4 次、2014 年第 5 次の評価報告書 4 を

取りまとめた。
　1992 年「国連気候変動枠組条約」が採択され、「大気
中の温室効果ガスの濃度を安定化させる」ことが目的と
された（1994 年発効）。1997 年同条約の第 3 回締約国
会議（COP3）で「京都議定書」が採択され（2005 年発
効）、先進国と経済移行国（附属書Ⅰ締約国）は GHGs を、
1990 年比で個別に抑制削減することが義務づけられた

（附属書 B）。中国やインドなど途上国が削減義務を負わ
ず、7% の削減義務を負う米国は、2001 年ブッシュ政権
時に、京都議定書からの離脱を表明した。
　2007 年 4 月には、国連安全保障理事会で、地球温暖
化に関する討議が初めて実施された 5。気候変動問題が、
水・食糧・エネルギーに影響を与え、戦争や国際紛争の
原因となり、国際の平和と安全に対する脅威となりうる
との認識がその背景にある。
　京都議定書第 1 約束期間（2008~12 年）終了後につい
て、COP18（ドーハ、2012）で、第 2 約束期間（2013~20 年）
が設定された 。カンクン合意（2010）に基づき、各国
が 2020 年の削減目標を掲げ、国際的レビューを実施す
る。2020 年以降の全ての国家が参加する新たな枠組みは、
ダーバン合意（2011）に基づき、COP21（パリ、2015）
での合意を目指している。
　地球温暖化問題は、環境政策、エネルギー、技術開発
を含む経済・外交政策の問題でもあり、純粋な自然現象
と捉えるべきではない。

地球温暖化問題
(Global Warming Issues)

   　　　　　西井　正弘

1 国立環境研究所地球環境研究センター編『地球温暖化の事典』丸善出版、2014 年、7-12 頁。
2 長期間のスパンでの気候の変化を示す ｢気候変動｣ (climate variation) と、一定方向への気候変動を示す「気候変化」(climate change) とは区
   別される場合もあるが、国際連合気候変動枠組条約 (United Nations Framework Convention on Climate Change) においては、「気候変動
   (climate change)」が用いられている。『前掲書』、3-4 頁。
3 例えば、槌田敦『CO2 温暖化説は間違っている』ほたる出版、2006 年。太陽副射の気候影響に着目する、伊藤公紀『地球温暖化』日本評論社、
   2003 年もある。
4「IPCC 評価報告書」前掲書 ( 註 1)、47-53 頁。
5  2007 年 CO2 排出国は初めて中国が 1 位となり、2 位米国、3 位 EU27 カ国、4 位ロシア、5 位インド、6 位日本となった。
6 日本は第 2 約束期間に不参加となり、2012 年 12 月にはカナダが京都議定書を脱退した。

出来なかったのか、宗教間も共生出来ずにいる。今を
生きる我々自身少なくともお互いに短い時間を人類間
で、共生出来る知恵・工夫はないのであろうか？　お
互いが win-win の関係を構築すること。家庭内で、親
子間で、友達間で、組織内外で、国家間でいざこざ・
衝突が絶えないのは人間の驕り・欺瞞から派生する葛
藤と考える。
　最近の日本と、隣国アジアや世界との関係を国際共
生の観点から見れば、人間の組織や国家におけるリー
ダー達の価値観や精神構造が、進歩・進化していない

ためと思われる。人
間はその時、その状
況などでカメレオン
のように最適な言動
を選択している。人
間 の 誇 り で あ る 謙
遜・他者尊重の精神

が無ければ共生、特に多文化共生・国際共生・国家間
の共存は単なる自己満足、あるいはスローガンに終わ
りかねない。
　ビジネス界を経験してきた証人として、例えばＭ＆
Ａを通しても企業相互の共生は難しい。本来あるべき
共生・共存の精神は少ない。お互いにそうしたいと思っ
てはいるが、行動面になると共生・共存してはいない。
相手に勝つ、優位に立つ、一方が常に上から目線で物
事を考え、自己中心的に行動している。そこには本来
の共生は生まれないし、多くの人もそのようなリー
ダーを見て行動するので組織全体としても共生観は言
葉だけに終わっている。共生・共存とは一体どのよう
な状況が実現されればそう言えるのであろうか？そこ
に集う者たちがお互いに利害を共有・体験するのが共
生・共存にとって最も重要だと理解しているが、人類
が絶滅状態にならないと更なる進化・共生は実現出来
ないのであろうか？

研究活動報告
　プロジェクト１の研究課題は「国際共生の研究」であり、
国際社会における国際共生の現状分析および将来のある
べき姿を研究することである。2014 年 2 月に刊行され
た『国際共生と何か－平和で公正な世界へ』（国際共生研
究所叢書３）では、国際共生の意義を明確にし、平和と
国際共生、人権と国際共生、環境と国際共生、開発と国
際共生、教育と国際共生に関する各２本、合計 10 本の
論文を通じて、国際共生とは何であるかを検討した。
　そこで示した定義によれば、「国際共生とは、国際社会
における行動主体の間において、お互いに積極的に努力
し協力し、両者にとってともにプラスに働く状況を作り
出すことであり、国際社会全体をより平和で安全なまた
公平なものにすることを目指すものであり、また個々の
主体間だけでなく、国際社会全体の利益を促進するもの
である。」
　現在進行中のプロジェクトは、「国際共生と広義の安全
保障」であり、広義の安全保障の諸問題を国際共生の観
点から分析することを目的としている。安全保障の概念
は近年大きく変更・拡大される傾向にある。伝統的には

「安全保障」は国家安全保障であり国際安全保障で、内容
は軍事的な安全保障であった。国連憲章の目的である「国
際の平和と安全保障の維持」でもそういう意味であるし、
日米安全保障条約でもそういう意味である。

　近年の安全保障の概念は、誰の安全保障かという側面
から「人間の安全保障」と「地球の安全保障」に拡大し
ている。前者は国家ではなく個人に重点をおいた安全保
障であり、人権のみならずさまざまな側面で議論されて
いる。後者は地球全体の安全保障という意味で、個別国
家の対応では不可能なもので、たとえば環境保護などが
この側面から議論されている。
　次は何に関する安全保障かという側面が拡大しており、
軍事的安全保障のみではなく、経済安全保障、エネルギー
安全保障、食糧安全保障、水の安全保障、環境安全保障
などさまざまな領域に拡大している。さらに共通の安全
保障や協力的安全保障、包括的安全保障などさまざまな
新しい概念が示されている。
　このような安全保障概念の拡大の現状をふまえ、広義
の安全保障を国際共生の観点から分析するのが、今回の
プロジェクトの目的である。このプロジェクトには、本
学の研究員（黒澤満、奥本京子、香川孝三、西井正弘、
長尾ひろみ）に加えて、千葉眞（国際基督教大学教授）、佐々
木寛（新潟国際情報大学教授）、福島安紀子（青山学院大
学教授）、佐渡紀子（広島修道大学教授）が参加しており、
平和・人権研究会での報告などを通じてプロジェクトを
進めており、国際共生研究所叢書 4 として刊行する予定
である。

黒澤　　満

平和・人権研究会（Project 1）
第 39 回　日　　時：2014 年 12 月 3 日

報 告 者：前田　美子（大阪女学院大学教授）、小野　由美子 ( 鳴門教育大学教授 )、
　　　　   中村　聡 ( 広島大学研究員 )、綱本麻希 ( 鳴門教育大学大学院生 )
タイトル：「青年海外協力隊に参加した現職教員の異文化感受性レベルに関する分析」

第 40 回　日　　時：2015 年 4 月 29 日
報 告 者：馬渕　仁（大阪女学院大学教授）
タイトル：「アイデンティティ再考」

第 41 回　日　　時：2015 年 4 月 29 日
報 告 者：奥本　京子（大阪女学院大学教授）
タイトル：「紛争解決と安全保障―ファシリテーションとメディエーションの役割とは何か」

第 42 回　日　　時：2015 年 6 月 24 日
報 告 者：黒澤　満（大阪女学院大学教授）
タイトル：「核軍縮と安全保障」

第 43 回　日　　時：2015 年 7 月 29 日
報 告 者：香川　孝三（大阪女学院大学教授）
タイトル :「職場の労働安全と国際共生―バングラデシュ・ラナプラザビル崩壊事件をめぐって」

Project 2研究活動報告 Brian D. Teaman

　RIICC project 2 has continued its focus on language learning 
with two presentations this year. In the first presentation 
on March 2, 2015, Hiroki Iwai of Osaka University gave a 
presentation entitled “Active Learning Using the iPad in a 
German class for Beginners and a Multilingual Program.” 
Professor Iwai, among many accomplishments, has been 
recognized as an Apple Distinguished Educator for his 
innovative use of technology in education. He demonstrated 
how an Active Learning approach can be enhanced with the use 
of iPads. The first part of the presentation focused on the use 
of the iPad in a first year German course. He skillfully showed 
how devices such as tablet computers have replaced many types 
of hardware used in language teaching until recently. The iPad 
allows students to do audio and video recording, allows for text 
input, text to speech and other functions that used to require 

specialized hardware and software. iPads also support a growing 
number of specialized apps allowing for endless opportunities 
to enhance the learning of foreign languages. In the second part 
of his presentation, he showed how groups of students were 
matched with native speakers of little taught languages (Turkish, 
Indonesian and Vietnamese) with the help of iPad technology to 
learn these languages. These foreign experts served as models 
and guides assisted by iPad technology, while Professor Iwai 
assumed a unique role as coordinator, designer, and facilitator 
which he summarized as “faciliteacher.”  In this role he guided 
the process of teaching and learning the three languages which 
he has no expertise in. This innovative approach to teaching 
little taught languages, shows another way that new technology 
can be used to enrich the language classroom.
　On June 24, 2015 a presentation was given by Michael Burri 


